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アメリカの移民法と最近のビザ事情 

 

米国の移民法と移民政策 

米国は、200年以上前に建国されて以来、劇的に歴史が変化してきました。この変化に伴い、米国の移

民政策は米国はもとより世界の経済的、政治的状況を反映して進展、変化を重ねてきました。20世紀

後半までの米国の移民政策は、人口密度が低く、国を発展させるための労働力拡充の必要性から、極

めて開放的でした。近年、ますます増加する不合法滞在者・就労者およびテロリストに対応するため、

米国の移民政策は頻繁な移民法の改定により、複雑かつ制限的になってきました。従って米国の国内

法の中でも、移民法ほど複雑でたえず改法がなされている法律はありません。これらのことから、ビ

ザ取得という目標を効率的に達成するためには、米国の移民法および規則をしっかりと把握すること

が一層重要となり、事前に専門家との相談の上で長期的な計画を立て、万全の準備のもとに対応する

必要が出てきました。 

9.11同時多発テロ時事件による影響 

2001年9月11日の同時多発テロ事件後、米国の移民政策は大きく変貌しました。 
 

1 移民局 

移民局が改編され、管轄が司法省から、新しく設立された国土安全保障省に移行され、国境警備と移

民審査の２つの局に分けることでそれぞれの機能が強化され、名称もINS（= Immigration and 

Naturalization Service）⇒BCIS=Bureau of Citizenship and Immigration Services）⇒USCIS=U.S. 

Citizenship and Immigration Servicesへと目まぐるしく変わりました。 
 

2 US-VISITシステム 

また、ブッシュ大統領がPATORIOT Act（＝The .Uniting and Strengthening America by Providing 

Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT). Act of 2001）

にサインし法案化され、テロリズムの定義が拡大化され、入国拒否や国外追放規定を助長する政策が

始まりました。 

特に、US-VISITシステム（＝The U.S. Visitor and Immigrant Status Indication Technology system、

生体認証バイオメトリクス監視システム）の導入の影響は大きく、デジタル顔写真・デジタル指紋・

あるいは虹彩等、少なくとも2種類の生体情報の確認による出入国管理を行うことで、合法的な訪問者

には入国を容易にする一方、不法に入国しようとする者には生体認証で書類の真贋を見極め、安易な

入国が阻止されるようになりました。これに関連して、ビザやパスポートにもバイオメトリックス（生

体情報）への切り替えが適用または進められています。そのため、ほぼ全てのビザ申請者に対しては

面接が義務付けられることになり、出入国の際にも生態情報を採取されるようになり、更にビザウェ

ーバーでの入国者に対しても出入国の際の生体情報採取の実施が進められております。また、ビザ免

除プログラム参加27カ国に対してバイオメトリクス対応のパスポート（IC旅券）の導入が要求されて

おります。 

*当初、米国政府が定めた期限は2004年10月26日でしたが、各国による延期の申し入れにより１年延長

され、「2005年10月26日」となりました。尚、外務省によると日本のIC旅券導入予定は2006年3月です。 
 

3 データベースの改良 

様々な機関との連携によるデータベースの改良により、データベース上で身元照会の対象となると米

国政府関係省庁からクリアランス（SAO ＝Security Advisory Opinion）を受けなくてはなりません。

たとえば「NCIS (＝National Crime Information Center)」は、過去の逮捕歴を瞬時に識別するFBI

が管理する逮捕歴データベースで、最終的に無罪になったとしても「逮捕歴あり」ということで身元

照会の対象となります。 

また、Mantisプログラムは、軍事など米国外へ流出させてはいけない技術への転用を阻止するために

Technology Alert Listに基づく技術者の身元を照会するデータベースで、民事の技術であっても軍事

目的に転用できる技術をもつ場合は対象となります。Technology Alert Listは10ページに及ぶ広範な

もので、身元照会となった場合はクリアランスまで時間がかかりますので技術系のビザ申請者は注意
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が必要です。 

適切な対応をとればビザの取得は難しくありません 

米国で事を起こすのはそれほど難しいことではありません。現在では物理的には、日本に居住したま

までも米国の学校の入学許可証も取得できますし、米国法人を設立する事もできます。また、株や不

動産の購入も自由にできます。しかし、このような時代になった今でも人的行動には米国のみならず

どの国も未だに厳しい制約処置をとっています。物理的な行動は別として、米国内で人的行動を望む

のであればその許可書であるビザを取得しなければなりません。ビザを取得することにより実際に米

国で合法的に居住し、行動がとれるのです。米国移民法をあまり理解していなかったばかりに金銭的

問題を含む全ての計画にダメージを与え、人生設計をも狂わすことが往々にして起こります。この様

な悲劇は事前に回避できる問題なのです。ビザを確実に取得するには米国移民法を良く理解した上で、

専門家に依頼することが成功への近道です。まず、米国で行動を起こす以前に（または後であっても

なるべく早く）、ご本人もしくはご家族の将来の計画をしっかり立て、知識が豊富で経験豊かな専門

家にまず相談をし、長期的な計画に基づいてビザを取得することが賢明です。 

移民弁護士とは 

世界中で出入国管理と移民管理に関しては、日本と米国が最も厳しい国であると言われています。た

だし、同じ厳しさの中でも日米両国の規定コンセプトが全く異なっており、日本の場合は最初から外

国人の入国、移民を受け付けていません。 

ですから杓子定規な規定に添わなければならず他の選択肢はありません。それに比べて米国は現在で

も移民を歓迎しており、非移民者である外国人就労者や学生に対しても寛大に受け入れています。そ

れだけに、可能性と拒否が混在しており非常に複雑化しているのです。日本では弁護士というと訴訟

等を連想し、非常に硬いイメージにとらわれがちです。米国の移民弁護士も同様に移民局や米国大使

館に対して厳しく裁判等の対応をしてくれますが、同時に良きアドバイザーでありコンサルタントで

あり、セキュリティーなのです。その点が全く異なっていますので気軽に相談ができます。 

移民弁護士の必要性 

1. 移民審査官・領事を納得させる書類の提出と説明が不可欠です。 

上記で説明しているように移民法は改定が多く複雑化していますので、昔のように、ただ単に申請書

を提出するだけでは不充分なのです。残念ながら移民法律事務所以外のビザ申請代行を行っている会

社等ではこれに対応するには限界があります。 

2. 移民局の入国審査官・移民審査官と大使館の領事の判断は、全て法律に基づいており常識には基

づいていません。 

日本人の常識では考えられない理不尽な結果になることがよくあります。例えば日本人が美徳とする、

「ほめ言葉」や「嘘も方便」が最悪の事態を引き起こした例が数多く見受けられます。また、全て法

律に基づいて審査、判断が行われるため、杓子定規になり、更にミスや偏見が加われば否定的な結果

を得ることは当然です。（驚くべき事例が無数にあります）入国審査官、移民審査官および大使館の

領事の審査、判断は合議制ではなく1人で判断することが出来るのです。言い換えれば、法的文書受付

役から警察、検察官、裁判官を1人でこなすことができる特権を持っているという事です。個人または

申請代行会社を通して申請を行い、もし却下を受けた場合は、却下理由の詳細説明や申し立て等を行
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うことは先ず不可能です。 

3. 当事務所が扱ってきた強制送還、入国拒否を受けた方々の約20％は無実の罪です。 

このような無実の罪を受けた方々はどこにこの処理を依頼すればよいのでしょう。ビザの申請代行を

依頼した旅行社でしょうか、それとも米国大使館でしょうか？それは弁護士以外に対処を受け付けら

れるところはありません。何故ならば強制送還、入国拒否を受けた場所または空港管轄の移民局に対

して調査、免責や裁判を起こさなければならないからです。米国に入国することができなくなった方々

が、米国の弁護士と面会することもできずに泣き寝入りをしている例が多くあります。 

4. ビザを取得していても強制送還や入国拒否等のビザトラブルに巻き込まれることが多くあります。 

いくら合法的なビザを取得していても安全ではありません。入国時に問題が生じた場合、米国内では

誰も対処してくれません。もし、弁護士事務所を通してビザを取得していれば、その様な問題が生じ

た場合、即対処することが出来ます。米国に安心して入国する又は安心して居住するには弁護士の協

力が必要不可欠なのです。 

5. ビザを取得し、米国に長く滞在する場合には米国政府に対して行わなければならない一定の義務

が生じます。 

この義務を知らなかったばかりに、その後のビザの延長や変更に支障をきたし、最悪の場合はビザの

取消しになる場合もあります。弁護士はビザ取得後の米国滞在においてなすべき義務の詳細を説明し、

米国滞在中も引き続きケアーを行ってくれます。 

ビザ取得前のご注意 

移民法は常に改定されています。時には規定の変更に関して、事前に何も公開されずに施行される場

合もあります。よって、以前は簡単に取得できたビザが今回、申請する時においては取得が非常に困

難になっている、あるいは取得条件が変更している等の問題が多く発生しております。過去のビザ取

得者の経験、意見を尊重されることも必要ですが、危険な場合もあることを先ずご理解下さい。米国

ビザの申請においては米国の移民法を理解した上で次の5原則を守ることがビザ取得の可能性を高め、

また、ビザトラブルにおいては解決への道となります。 

1「誠実に」2「正直に」3「率直に」4「虚偽をしない」5「小細工をしない」 

相談をする弁護士にはこの5原則を守るべきです。もしそのことが移民法に触れるようなら弁護士は事

前に注意を促し、移民法についての説明をしっかりとしてくれます。 

 

2006年4月 

代表担当弁護士 

Robert T. Mimbu, Esq. 

ロバート・T・ミンブ 

アルビスジャパンゼネラルカウンセル 
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米国ビザの種類 

ビザの種類を表しているアルファベットや数字は単なる便宜上の記号であり意味は持っていません。 

  

（非移民ビザ）  

Aビザ： 外交官ビザ 
Bビザ： 短期観光、出張商用ビザ 
Cビザ： 通過ビザ 
Dビザ： 乗務員ビザ 
Eビザ： 貿易家、投資家ビザ 
Fビザ： 学生ビザ 
Gビザ： 国際機関関係者ビザ 
Hビザ： 就労ビザ 
Iビザ： 報道関係者ビザ 
Jビザ： 交流訪問者ビザ 
Kビザ： 婚約者、特定の配偶者ビザ 
 

Lビザ： 企業内管理職･専門職転勤者ビザ 

Mビザ： 職業訓練生ビザ（専門学校） 

Oビザ： 芸術、科学、スポーツ、ビジネスに

おける卓越能力者 

Pビザ： スポーツ選手、芸術関係者 

Qビザ： 国際文化交流訪問者ビザ 

Rビザ： 宗教活動家ビザ 

Sビザ： 国際的テロリスト等の情報提供者 

Tビザ： 人身売買の犠牲者 

Uビザ： 特定の犯罪の犠牲者 

Vビザ： 永住権保持者の特定の配偶者と未婚

の子供 

 
 

（移民ビザ） 

Family Sponsored：家族スポンサー移民 

Employment Based：雇用移民 
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学生ビザ 

1）F-1ビザ（通常の学生ビザとはこのF-1ビザのことです） 

対象： 大学・高校・語学学校で学ぶ学生 

ビザの有効期限： 1～5年 
 （滞在期間は学業が終了するまでの期間で、日付による期限はなし。） 

その他： Fビザでの就労は不可ですが、学位を得られる学生に対しては卒業前後にトレーニングを前提

とする、プラクティカル・トレーニング、通称OPT（＝Optional Practical Training）で１

年間の就労が認められています。（取得学位が上がる場合は再度OPTの取得が可能です。 

 公立の学校の場合は制限があります。 

 家族（配偶者および21才未満の子供）に対してはF-2ビザが発給されます。 

2）M-1ビザ（専門学生ビザ） 

対象： 学位を目的としない技術習得のための専門学校生または職業訓練生 

ビザの有効期限：一般的には短期間 

その他： ビザの更新やF-1ビザへの変更は困難です。 

 家族（配偶者および21才未満の子供）に対してはM-2ビザが発給されます。 

3）J-1ビザ（交流訪問者ビザ） 

対象： 交換留学生から研究者に至るまで多岐にわたります。 

 トレーニー、レジデントやインターンとして渡米する医学生、客員教授として大学から招聘

される学者、リサーチャー、さらに、オペアなどで、国務省教育文化局により指定されたプ

ログラムに参加することを目的とするビザです。 

ビザの有効期限：最長7年までで、カテゴリーにより異なる。 

その他： このJビザ取得者の多くは米国内での収入を奨学金やスポンサーからの援助金等でまかなう

ことが認められており、その所得も無税となります。 

 ただし、ビザの変更については最低2年間米国外に滞在しなければならない場合もあるため、

事前に調査が必要です。 

 家族（配偶者および21才未満の子供）に対しては、J-2ビザが発給されます。それぞれDS-2019

フォームが発行された上で、J-2ビザが発給され、他の学生ビザの家族とは異なり移民局から

の労働許可を得れば就労が可能です。しかし、各ケースにより条件が異なるので事前に調査

が必要です。 
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米国における日本人留学生の増加と米国移民局のポリシー 

現在、米国には約5万人の日本人留学生が滞在していると言われていますが、学校へ行かずに居着いて

しまっている元学生を含めるとその数は定かではありません。近年、日本国内では特に米国への留学

希望者が増加しており、留学希望者が年間5万人もいると言われています。 

しかし、残念なことにほとんどの留学生が真面目に勉学に励んでいる中、学校へも行かない遊学生、

ビザが切れているのに居着いてしまう元学生、不法就労をしている労働学生が数多くいることも事実

です。 

上記のことも起因し、米国移民法では全ての学生ビザの申請者は「実は米国に永住したい」という意

志を持っていると仮定しています。 

言い換えれば学生ビザを取得した人に対しては 

「不法滞在をする（米国に居着いてしまう）だろう」 

「不法就労を行うだろう」 

「（ビザ申請の理由・内容等は）虚偽の申請だろう」 

と見られているということです。 

移民局の見解では「学生ビザを取得するには“申請者が永住の意志を持っている”という、この移民

法に基づく仮定をビザ申請者が各個人の責任において覆す必要があります。ただし、どのようにして

それを立証するかは本人次第である」としています。 

また「どのように立証するか等については米国移民法により禁じられているため、必要書類等の指示

はできない」としています。 

なお「全てのビザ申請者に対して、それぞれ個人的な状況に応じて米国での一時的な滞在の後に米国

を離れ、自国あるいは居住国に戻らなければならない立場であることを客観的に立証する書類を提出

しない限りビザの発給はあり得ない」としています。 

当局ではそのために米国移民法に精通した弁護士に相談することを勧めています。 

留学生に発給する学生ビザの現況 

以前には、一般的に学生ビザは米国ビザの中でも比較的容易に取得可能なビザで、個人もしくは申請

代行業者等を通して申請を行い、簡単に取得ができました。また、弁護士がこのビザの申請に介入す

るとあらぬ疑惑を領事に持たれ、かえって申請に不利となることが多くありました。 

そのことによって上記のような不法滞在や不法就労等の問題を発生させる原因にもなった訳です。 

しかし、現在では上記（移民局の見解）のような条件を全ての申請者に対して課しているため、条件

を満たすには留学生個人の資質、環境、経歴、留学先の学校・所在地等に至るまでの厳しい条件をク

リアしなければならなくなりました。 

また、2001年9月11日のテロリスト達がMビザ、Fビザを所持していたことにより、審査が非常に厳しく

なりました。移民局は既に学生ビザを所持しているアメリカ国内の学生が「フルタイムできちんと勉

強をしているか」等の確認を各学校に対して強化しています。2003年2月15日以降SEVIS（Student and 

Exchange Visitor Information System）の導入により、I-20（留学生資格証明証）はSEVIS仕様にな

り、留学期間が終了または学校を卒業するまで移民局によりモニターされるようになりました。J-1

ビザの場合も同様にSEVIS仕様のDS-2019で定められたプログラムが終了するまで移民局によりモニタ

ーされます。 

上記のことから、学生ビザを申請される方は留学される目的を明確にし、慎重に書類を作成する必要

があります。 
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就労・駐在・投資・報道者ビザ 

ここでの就労ビザとは米国に滞在し、特定の企業に就労して収入を得られるビザを指します。 

就労ビザは数種類に分類できます。多くの日本人が取得する代表的な就労ビザには次のビザがありま

す。 

個人の能力により得られる「就労ビザ（Hビザ）」 

多国籍企業が社員を米国に転勤させる「転勤者ビザ（L-1ビザ）」 

日米間で取引がある貿易家のための「貿易家（取引）ビザ（E-1ビザ）」 

米国に投資を行うことで得られる「投資家ビザ（E-2ビザ）」 

米国から得た情報を日本に報道するメディア関係者のための「報道関係者ビザ（Iビザ）」 

 

Hビザ（就労ビザ） 

一時的に米国で就業する、サービスを行う、訓練を受けることを目的とするビザです。 

HビザはH-1からH-4までに分類され、下記の資格を持つ外国人に発給されます。 

H-1ビザ 

H-1B： 専門的な職業に携わる外国人(特殊技能職) 

H-2ビザ 

H-2A： 短期の季節農業労働者 

H-2B： それ以外の短期労働者（非農業労働者） 

H-3ビザ 

 米国でしか受けられない特殊訓練、特殊教育を受講するための

トレーニングを受ける外国人 

H-4ビザ 

上記ビザ取得者の家族（配偶者および21才未満の子供） 

ただし、このビザの取得者は米国内での就労は不可 
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H-1Bビザ 

ビザの取得規定： 

 米国企業で専門的職業に短期間従事する外国人、もしくは政府協定により短期間国防関係の

共同研究または開発事業に従事する外国人（いずれも例外的能力を有し、卓越した実績と能

力を保持している者） 

 このビザに該当する専門的職業とは高度に専門化された知識体系の理論的・実践的適用を必

要とし、一般的には就労する特定分野での学士あるいはそれ以上の学位が必要です。 

 また、ファッションモデルもこのカテゴリーです。 

ビザの有効期限：最初の認可期間は3年で、その後更に3年延長が可能で、通算6年まで。 

 

その他： 他のビザへの変更も可能です。 

 最長ビザ取得期間を超えた場合の再申請は、最低1年間米国外に滞在した後に可能となります

が、永住権へ変更の申請している場合、申請から１年以上経過していれば上限の6年を超えて

1年ごとに更新可能です。 

 家族（配偶者および21才未満の子供）にはH-4ビザが発給されます。 

手続きについて 

先ず米国の雇用主は、請願書を移民局に提出する前に、労働省に対して労働条件申請書（LCA＝Labor 

Condition Application）を提出して認可を受ける必要があります。 

米国の雇用主はその認可証とともにLCAの条件を厳守する旨の誓約書、その外国人が専門的職業に従事

することができるという旨の証明書類と移民局の指定する書類等の請願書類を提出します。 

請願をしてもらう外国人（ビザ申請者）は、その専門職に従事し得る資格を証明するため、その分野

での学士号もしくはそれと同等の学歴または経験を証明する書類、また専門職に従事するための免許

（州により異なる）、また学士号が無い場合には公認の学歴経験認定機関の認定書を提出する必要が

あります。 
移民局の認可が下りると、I-797認可証が発行され、ビザを申請することができますが、審査は2002

年よりますます厳しくなっており、移民局の認可があっても大使館で却下される例も少なくありませ

ん。 

 

H-1Bビザ申請の際に注意すべき点とアドバイス 

1. 年間の請願の発給枠が決められていますが、埋まるのが早く、手続きのタイミングには注意が必

要です。 

2. FY2007年度（2006/10/1～2007/9/30）の請願の発給枠は65,000件です。 

※上記１に関連して2004年12月8日の新規定により、米国の大学院を卒業した外国人に対し、2万件    

別枠が設けられました。 
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L-1ビザ（同系企業内の管理職･専門職転勤者ビザ） 

ビザの取得規定： 

 日米企業または多国籍企業（米国に親会社、子会社、提携会社または支店がある企業）で、

50％以上の持ち株占有率の子会社、もしくは、たとえ過半数の株を所有しなくても、どちら

かの会社が一方の会社をコントロールしていることを証明すればL-1ビザ企業として認めら

れます。株の所有による親子関係が生じない場合でもLビザの対象となり得る場合もあります。

（専門家に要確認） 

 L-1ビザ申請者は、ビザを申請する直前の3年以内に最低1年以上（特殊な例を除いて）、経営

管理者・管理職または特殊技能職として米国外の同一の雇用主または系列企業に勤務した社

員に適用されます。 

 また一般的な社員ではなく、経営管理者、管理職者または特殊技能職者として米国に転勤す

る場合に適用されます。 

ビザの有効期限： 
 通常、最初の認可期間は1年ないし3年で、 

 L-1Aビザ（経営管理者および管理職者）の場合、その後更に3年延長可能で、通算7年 

 L-1Bビザ（特殊技能職者）の場合、その後更に2年延長可能で、通算5年 

 * 最長ビザ取得期間を超えた場合の再申請は、最低1年間米国外に滞在した後に可能となりま

す。 

その他： 家族（配偶者および21才未満の子供）にはL-2ビザが発給されます。 

 2002年1月より配偶者の就労が認められ、配偶者ビザ取得後に就労許可を取得した場合、どこ

の会社でも就労することができます。 

 Eビザや永住権に変更することも可能です。特にL-1Aビザから永住権へ変更する場合は優先就

業者カテゴリーと見なされ他のビザに比べ容易です。この非移民ビザであるL-1Aビザから移

民ビザ（永住権）に家族全員が移行できる資格を持つことができます。 

  

L-1ビザ申請の際に注意すべき点とアドバイス 

1. 国際的大企業の場合は規模と実績が立証しやすいため比較的容易に取得可能ですが、米国での実

績が余りない社員数10人以下の中小企業においては、その企業に関するかなりの書類を提示しな

ければならず、容易には取得できません。事業が小規模であればあるほど難易度が高くなります。 

2. ビザ取得を目的に、日本法人を親会社として米国法人を設立した場合、日本法人は引き続き存続

させなければなりません。 

3. 米国の会社が設立されてから間もない場合、請願認可期間は1年を超えることはなく、１年後、事

業の実績を立証しなくてはなりません。 

4. このビザの発給対象は経営管理者、管理職者または特殊技能職者に限られています。 

5. このビザの発給ポリシーは現地雇用者に駐在期間中に仕事または技術を教え、仕事を任せた上で

帰国することにあるため、駐在の期限が定められているのです。 

6. このビザは重役も対象にしていますが、駐在期限等の制約があるため、重役の場合は期限につい

て有利なEビザを取得した方が得策です。主にこのL-1ビザは中間管理職を対象に発給されるビザ

です。 

7. またこのビザは個人申請ができず、事業（個人事業でも良い）および企業がスポンサーとなり、

移民局に請願を行わなければならず、その認可を得た上で在日米国大使館または領事館に個人が

ビザを申請することになります。移民局に請願書を提出して承認を得ても、米国大使館での申請

時に拒否されることも少なくありません。 

8. 米国内の法律事務所にこのビザ取得を依頼する場合、その多くは移民局への請願書の提出までで、

米国大使館に申請する業務まで含んでいません。依頼する場合にはこの点を最初に確認する必要

があります。また、弁護士の手続き費用は書類の量と時間により積算されますので、申請を行う

企業が米国との実績があるか、大規模企業、小規模企業かによって費用にかなりの差が出てきま

す。 

9. 2004年12月8日の新規定により、同系列会社ではない第三者企業へ派遣して就労することは制限さ



 

12 

Copyright© ALBS Japan, Inc. All Rights Reserved. 

れます。特に申請者は同系列会社にとってのみ不可欠な人材であることの立証が求められます。 

Eビザ貿易家、投資家、臨時的派遣特殊技能者 

米国と通商航海条約を締結している国の国籍者（日本や韓国）が対象となります。（米国と通商条約

を締結していない国は中国をはじめとして数多くあります）日本企業が社員を派遣するために申請を

行う場合は、申請者が日本国籍者（派遣元の企業と同じ国籍である必要があります。 

このビザは非移民ビザの中では最も優位で、永住権に最も近いビザです。その分、審査基準は最も厳

しく申請書類も多い上、準備に要する時間がかなり掛かります。 

また、このビザもLビザと同様、永住権へ変更する場合は優先就業者カテゴリーとなり、この非移民ビ

ザであるEビザから永住権に家族全員が移行できる資格が得られます。（ただし、多国籍企業である必

要があるため、個人投資家の場合は別のカテゴリーを検討しなくてはなりません） 

E-1ビザ（条約貿易家ビザ） 

ビザの取得規定： 

 会社の条件は、日本に親会社があり、50％以上の持ち株占有率の子会社（米国法人）が必要

です。 

 また、日米間において他の会社を通して取引を行う間接的取引ではなく、直接的な輸出入が

あり、全世界の取引高の51％以上が日米間の取引である場合に適用されます。 

 E-1ビザの申請者の条件は、管理職または特殊技能職者に限られており、管理職以外の一般従

業員については対象になりません。また、管理職・特殊技能職としての勤務年数の条件はあ

りません。 

 E-1ビザの申請が可能な業種は、一般的な商品の輸出入だけに限らず銀行、保険、運輸、通信、

情報、広告、経理、デザイン、工学技術、経営コンサルタント、観光等の業種にも適用され

ます。 

ビザの有効期限：基本的には5年間ですが、その取引が存続する限り無期限にビザの延長が可能です。 

その他： 家族（配偶者および21才未満の子供）にはE-1ビザが発給されます。 

 2002年1月より配偶者の就労が認められ、配偶者ビザ取得後に就労許可を取得した場合、どこ

の会社でも就労することができます。 

E-2ビザ（条約投資家ビザ） 

ビザの取得規定： 

 日本に親会社となるべき会社を必ずしも必要としません。 

 業種により異なりますが、事業相当額の投資を行った持ち株占有率50％以上の米国法人が必

要です。 

 （投資額に規定はありませんが確実なビザ取得を望む場合、当事務所の今までの事例では20

万ドル以上の投資が必要です） 

 現地雇用を促進させる会社を優先対象としているため、投資金額が大きくても現地雇用を発

生させない株や不動産等への投資は対象になりません。従って、申請時の初期の段階で少な

くとも1名以上の現地従業員を雇用する必要があります。 

 また、ただ単に資本金だけを銀行に預金しているのではなく、実際に投資を行う必要があり、

ビザの申請は投資実績の確認後となります。 

ビザの有効期限：基本的には5年間ですが、その事業が存続する限り無期限にビザの延長が可能です。 

その他： 家族（配偶者および21才未満の子供）にはE-2ビザが発給されます。 

 2002年1月より配偶者の就労が認められ、配偶者ビザ取得後に就労許可を取得した場合、どこ

の会社でも就労することができます。 

 このビザを取得するには投資からビザの取得までの綿密な計画を立てる必要がありますので、

取得を希望される方は、投資を行う前に当事務所にご相談されることをおすすめいたします。 

E-2TDYビザ（臨時的派遣特殊技能者） 
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対象： 米国人で補えない技術コンサルタントや技術インスペクター等の特殊技術者 

 （短期期限付きのEビザ） 
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Ｉビザ（報道関係者ビザ） 

ビザの取得規定： 
 基本的にはジャーナリストや新聞、雑誌、ラジオ、テレビ等の派遣記者やメディア関係者で、

レポーター、映画製作班、エディター、製作・企画会社の社員、契約のあるフリーランスの

ジャーナリスト、およびカメラマンが対象となります。 

 報道関係者の認定がかなり厳しくなっている上、対象者の定義が少し曖昧なので申請前には

必ず調査が必要です。 

 報道関係者であってもテレビのカメラマンやグラフィックデザイナー等の技術関係者は対象

とはなりませんが、報道関係者ではない映画、演劇、音楽等の批評家は対象になります。娯

楽や営利本位の目的とした撮影はできず、情報の収集などドキュメンタリー性が強い、また

教育的なものでなくてはなりません。 

ビザの有効期限： 
 通常1～3年ですが、業務が継続する限りビザの延長が可能です。 

 （滞在期間は業務が終了するまでの期間で、日付による期限はなし。） 

 

その他： 
 家族（配偶者および21才未満の子供）にはＩビザが発給されます。 

 このビザは米国内で取材活動を行うことを目的としており、そのための就労とそれによる収

入を得ることが可能です。しかし、収入はあくまでも日本の派遣元から得なくてはならず、

米国を源泉とする収入を得る事はできません。 

 




